
第4章 	自立した生活の実現と暮らしの安心確保
	 第1節	 地域共生社会の実現の推進

	1	地域共生社会の実現について
少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が様々な生活
課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え
合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生
社会」の実現が求められている。
2020（令和2）年6月5日に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正
する法律」（令和2年法律第52号）が成立し、2021（令和3）年4月1日から施行された
改正社会福祉法において、新たに重層的支援体制整備事業（以下「重層事業」という。）
が創設された。重層事業は、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ
に対応する包括的な支援体制を整備するため、対象者の属性を問わない相談支援、多様な
参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う事業であり、2021年度には42市町
が実施した。また、2022（令和4）年度には134市町村が実施しており、今後も重層事
業の効果的な実施を推進していくこととしている。
重層事業の創設とともに、2021年度は、2023（令和5）年度以降に重層事業へ移行す
るために必要な経費を市町村に補助する重層事業への移行準備事業、市町村の包括的な支
援体制整備の後方支援を行うために必要な経費を都道府県に補助する都道府県後方支援事
業、重層事業に従事する支援員等を対象に国が研修等を行う人材養成事業を創設した。さ
らに、地域共生社会の実現に向けた気運を醸成するため2021年4月に地域共生社会の
ポータルサイト＊1を開設した。
こうした取組みを着実に進め、地域共生社会の実現に向けて、重層事業をはじめとした
市町村における包括的な支援体制の構築に取り組んでいく。
ひきこもり支援については、2018（平成30）年までに、全都道府県・指定都市に、ひ
きこもりに特化した相談窓口である「ひきこもり地域支援センター」を設置した。また、
2018年度から、市町村におけるアウトリーチ等による早期からの継続的な個別支援の実
施や、支援につなげるための拠点（居場所等）づくりを進め、2020年度には、ひきこも
り地域支援センターに医療、法律、心理、就労等の多職種から構成されるチームを新たに
設置し、自立相談支援機関等への支援を推進した。また、2021年度には、ひきこもり支
援に関係する各府省の担当部局が参加する「ひきこもり支援に関する関係府省横断会議」
を開催し、様々な社会資源が参画・連携できる環境整備について議論を行い、同会議の取
りまとめとして構成員連名通知を発出し、自治体に対して、関係機関間のより一層の連携
促進を依頼した。さらに、地域住民のひきこもりに対する理解を深め、当事者やその家族
が孤立せず、相談しやすい環境づくりを促進することを目的として、シンポジウムや支援

＊1	 地域共生社会のポータルサイト　https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/
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者サミットの開催、ひきこもり支援に関するポータルサイト＊2の開設等を一体的に行う普
及啓発・情報発信の取組みを展開した。
また、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」により、社
会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進
する「社会福祉連携推進法人」制度が創設され、2022年4月1日に施行された。
このほか、東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第
19号、令和2年7月豪雨等の影響により、仮設住宅等での避難生活を余儀なくされてい
る被災者に対して、孤立防止のための見守りや日常生活上の相談支援など、安定的な日常
生活を確保するための支援を行う「被災者見守り・相談支援等事業」を行っている。本事
業は、2018年度までは大規模な災害が発生した場合に事業化していたが、2019（令和
元）年度以降は特定の災害に限定しない事業として、災害が発生した場合に自治体が速や
かに事業を実施できることとしている。また、東日本大震災をきっかけに、2011（平成
23）年度から24時間365日つながる電話相談窓口を設置し、電話による相談を受けて
様々な悩みを傾聴するとともに、必要に応じ面接相談や同行支援を実施して具体的な問題
解決につなげる相談支援事業を行っている。

	2	消費生活協同組合について
消費生活協同組合（生協）については、1948（昭和23）年に「消費生活協同組合法」
として法制化され、主に組合員に対して、食料品や雑貨などの販売、食堂などの施設の運
営、生命共済などの各種共済、医療事業や福祉事業などを行っている。制度の発足以降、
生協数や組合員数は大きく増加し、2020（令和2）年4月1日現在で生協数は866組合、
組合員数は延べ6,761万人に達している＊3。
2007（平成19）年に、生協を取り巻く環境や国民の要請の変化に対応するべく、共済
事業における契約者保護、経営・責任体制の強化等を内容とした消費生活協同組合法の改
正が行われ、2008（平成20）年から施行されている。
また、生協が生活に困難を有する者への支援など、地域課題の解決に取り組む組織に対
して物品供給を行えることを可能とする消費生活協同組合法施行規則の改正が行われ、
2021（令和3）年から施行されている。
生協では、組合の支え合い、助け合いの精神のもとで、地域における見守りなど、地域
福祉に資する様々な事業や組合員活動に取り組んでいる。

	3	地域生活定着促進事業の実施について
刑又は保護処分の執行のため矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院）に入
所している人のうち、高齢又は障害のため退所後直ちに福祉サービス（例えば、障害者手
帳の発給や施設への入所等）を受ける必要があるものの退所後の行き場のない人等は、退
所後に必要な福祉サービスを受けることが困難である。
そのため、厚生労働省では、2009（平成21）年度から「地域生活定着支援事業」（現
在は地域生活定着促進事業）を開始した。

＊2	 ひきこもり支援ポータルサイト「ひきこもりVOICE STATION」　https://hikikomori-voice-station.mhlw.go.jp/
＊3	 組合数・組合員数は、令和3年度消費生活協同組合（連合会）実態調査に対する回答に基づく。

第2部　現下の政策課題への対応
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本事業では、各都道府県の地域生活定着支援センター（全国48か所）が、矯正施設入
所中から、矯正施設や保護観察所、既存の福祉の関係者と連携して、支援の対象となる人
が退所後から福祉サービスを受けられるよう取り組んでいる。また、2021（令和3）年
度からは、被疑者や被告人等に対して福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助
等を行う業務を開始している（図表4-1-1）。

	4	成年後見制度の利用促進について
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管
理又は日常生活等に支障がある者を支える重要な手段である。成年後見制度の利用促進に
関する施策を総合的・計画的に推進するため、2016（平成28）年4月に「成年後見制度
の利用の促進に関する法律」（平成28年法律第29号）が成立し、本法律に基づき、2017
（平成29）年3月に「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定した。第一期計画（令
和3年度までの5か年計画）では、利用者がメリットを実感できる制度、運用の改善、権
利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、不正防止の徹底と利用しやすさとの調和など
の観点から施策の目標を設定し、同制度の適切な利用の推進を図ってきた。
2022（令和4）年3月には、令和4年度から令和8年度までを計画期間とする「第二期
成年後見制度利用促進基本計画～尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を
図る権利擁護支援の推進～」を閣議決定し、第一期計画における評価指標（KPI）の結果
や課題を踏まえ、地域連携ネットワークづくりの推進や市民後見人等の担い手の育成、総

	 図表4-1-1	 地域生活定着促進事業の概要

○平成21年度より、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し退所
後直ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」の整備を実施。
○平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国での広域調整が可能に。
○地域生活定着支援センターでは、①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、②福祉施設等へ入所
した後も継続的に支援するフォローアップ業務、③地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービスの利
用等に関する相談支援業務を実施。
○令和３年度、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むこと
が困難な者に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行う被疑者等支援業務を開始。

A県地域生活定着
支援センター

退所予定者等が他の都道府県に
帰住を希望する場合は、当該都
道府県のセンターに調整連絡

厚生労働省（事業費補助）

対象者選定
（退所予定者）

対象者選定
（被疑者・被告人）

調整依頼　 調整依頼　

連絡・調整　 連絡・調整　

ニーズ調査

A 県矯正施設

A 県検察庁　等

A 県保護観察所

法　務　省
被疑者・被告人
又は退所予定者
との面会 福祉サービス等の利用調整

都道府県域を越えた広域調整が可能

帰住先の例

地域生活移行後も、定着のための継続的な支援を実施
（受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など）

・退所予定者等との面会
（福祉ニーズ、帰住予定地の

聞き取り等）
・帰住先の調整（市町村、福
祉施設等への利用調整等）

・出所時の同行（福祉事務所、
受入福祉施設等への同行、手
続の援助等）

※ 対象者選定にあたっては、高齢
か、障害があるか、帰住先がある
か等を基準に判断

更生保護施設、アパート、福祉施設
（救護施設、高齢者施設、グループホー

ム等）　など
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合的な権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透など更なる制度の運用改善等に向けた
取組みを行うこととしている。

	 第2節	 社会福祉法人制度について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービ
スの供給確保の中心的な役割を果たしてきたが、その公益性・非営利性の徹底、国民に対
する説明責任の履行及び地域社会への貢献という観点から、「社会福祉法等の一部を改正
する法律」（2017（平成29）年4月本格施行）により、社会福祉法人制度改革が実施され
た。改革では、経営組織のガバナンスの強化（評議員会の必置化、一定規模を超える法人
に対する会計監査人の導入等）、事業運営の透明性の向上（現況報告書、計算書類、役員
報酬基準等の公表等）、財務規律の強化（社会福祉充実財産の明確化及び社会福祉充実財
産がある法人の社会福祉充実計画の作成の義務付け等）、地域における公益的な取組みの
実施に係る責務規定の創設等が行われた。また、2017年度には財務諸表等電子開示シス
テムが本格稼働し、全国の法人の現況報告書や計算書類等の公表の実施が可能となってい
る。なお、会計監査人の設置法人数は2021（令和3）年度は527法人（うち、会計監査
人の設置が義務づけられた収益30億円又は負債60億円を超える法人は397法人）、社会
福祉充実計画の策定法人数は、2021（令和3）年度は1,918法人となっている。社会福
祉法人が地域共生社会の実現に向け、その特徴を活かした地域貢献を積極的に行えるよう
環境整備を行う等、更なる制度の改善を図っている。
また、2022（令和4）年4月1日から施行された「社会福祉連携推進法人」制度では、
社会福祉法人を始め、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携すること
で、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保とともにそ
の働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取
組みが促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資すること
が期待されている。

	 第3節	 生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正な実施

	1	生活困窮者自立支援制度について
「生活困窮者自立支援法」（平成25年法律第105号）は、福祉事務所を設置する地方自
治体において、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、以下の各種支援等を
実施するほか、地域のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につ
なげるものである。
生活困窮者自立支援法が2015（平成27）年4月1日に施行されてから2021（令和3）
年3月末までで、新規相談者は約195.1万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を
行った人は約49万人となっている。継続的な支援を行った人のうち、約19.3万人が就

第2部　現下の政策課題への対応
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労・増収しており、2020（令和2）年度において継続的な支援を行った人のうち自立に
向けた改善が見られた者の割合は約8割となっているなど、生活困窮状態を改善する効果
が着実に現れている。
また、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者を包括的な支援につなげていくため
には、生活困窮者の自立の支援を行う地域の福祉、就労、教育、住宅などの関係機関等と
緊密な連携を図る必要がある。特に2016（平成28）年からは、生活や住宅に配慮を要す
る方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向
けて、厚生労働省と国土交通省の間で情報共有や協議を行うための「福祉・住宅行政の連
携強化のための連絡協議会」を開催してきた。2020年度からは、連絡協議会の構成員に
法務省を加えた「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」を開催しており、矯正施設
退所者等で住居に配慮を要する方についても議論するほか、福祉関係団体、住宅・不動産
関係団体等を新たに構成員に加え、意見交換を進めながら、福祉分野・住宅分野等のより
一層の緊密な連携を図っている。
2018（平成30）年の法改正では、任意事業である就労準備支援事業・家計改善支援事
業の実施の努力義務化等を行っており、国による自治体支援を実施する中で、特に、実施自
治体の増加に向けた支援の強化が必要な都道府県への厚生労働省による支援を進めている。

	 図表4-3-1	 生活困窮者自立支援制度の概要

◆自立相談支援事業
（全国906福祉事務所設置自治体
で1,388機関）

（令和4年4月1日時点）

◆都道府県による
　市町村支援事業

・地域ネットワークの強化・社会資源の開発
  など地域づくりも担う

包括的な相談支援

〈対個人〉

〈対地域〉

※法に規定する支援（◆）を中心に記載している
が、これ以外に様々な支援（◇）があることに
留意　

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

就労に向けた準備
が必要な者

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準備
が一定程度

整っている者

緊急に衣食住の
確保が必要な者

家計から生活
再建を考える者

貧困の連鎖
の防止

再就職のため居住
の確保が必要な者

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付　　

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練
　※就労のみならず居場所づくりなど幅広い社会参加を支援する機能の明確化（R2）
　（就労準備支援事業を１年を超えて利用できるケースの明確化（省令改正））（事項）

◆認定就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育

成（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する
制度）

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供シェルター等

利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問による見守りや生活支援
・地域居住支援事業における居住支援法人との連携強化（事項）

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施

・希望する町村において、
   一次的な相談等を実施

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の改

善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）　　

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及び

就労に関する支援等

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援
◇就労準備支援事業等の実施体制の整備促進　　等

なお一般就労が困難な者

国費2/3

国費2/3
国費3/4

国費1/2

◇アウトリーチ等の充実
　ひきこもりなどの社会参加に向けてより丁
寧な支援を必要とする方に対するアウトリー
チなど、自立相談支援機関
における機能強化

国費1/2

国費10/10

国費10/10
国費1/2, 2/3

国費3/4

国費3/4

・生活と就労に関する支援員を配置し、ワン
ストップ型の相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計
画（プラン）を作成

居住確保支援

生活困窮者自立支援制度予算

就労支援

緊急的な支援

家計再建支援

子ども支援

その他の支援

H30年度予算：432億円　　　H31年度予算：438億円
R  2年度予算：487億円　　　R  3年度予算：555億円
R4年度予算：594億円 ※重層的支援体制整備事業分を含む

農業分野等との連
携強化事業
就労体験や訓練の
場の情報収集・
マッチングのモデ
ル事業（国事業）

・市等の職員に対する研修、事業実施体制の支
援、市域を越えたネットワークづくり等を実施

◇都道府県による
　企業開拓

国費10/10

・就労体験や訓練を受け入れる企業等の開拓・
マッチング
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また、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方や、経済的困窮のみならず様々
な生活課題を抱える方が顕在化していることを踏まえ、自立相談支援や就労支援の機能強
化等として、アウトリーチなど自立相談支援機関における機能強化や、就労体験・就労訓
練先の開拓・マッチングの推進を通じて、一人ひとりの状況をきめ細かく対応する包括的
支援体制の強化に取り組んでいる。

	2	生活保護制度の概要
生活保護制度＊4は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生

活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で
文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会保障
の最後のセーフティネットと言われている。
保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、それぞれ日常生活
を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給され
ている。

	3	生活保護の現状
被保護者数は1995（平成7）年を底に増加し、2015（平成27）年3月に過去最高を記
録したが、以降減少に転じ、2022（令和4）年2月には約203.4万人となり、ピーク時か
ら約14万人減少している（図表4-3-2）。
世帯類型別の被保護世帯数の動向を見ると、「高齢者世帯」は社会全体の高齢化の進行
と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にあるほか、「その他の世帯」（「高齢者世帯」、「母
子世帯」及び「障害者・傷病者世帯」のいずれにも該当しない世帯）は、2020（令和2）
年6月以降増加しているが、「母子世帯」は減少傾向が続いている（図表4-3-3）。
また、生活保護の申請件数については、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令
された2020年4月に前年同月伸び率で25％増加した後、一時は減少したが、2020年9
月以降は増加傾向で推移している。2020年5月以降、申請件数が急増していない理由と
しては、新型コロナウイルス感染症対策における生活困窮者に対する各種支援措置の効果
もあると考えられるが、今後の動向を注視する必要がある。

＊4	 生活保護制度の詳細を紹介したホームページ
	 厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
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	4	改正生活保護法の着実な施行について
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

（平成30年法律第44号）による改正後の生活保護法に基づき、これまでに、生活保護世
帯の子どもの大学等への進学支援、医療扶助における後発医薬品の原則化、無料低額宿泊
所（社会福祉住居施設）の最低基準の整備、日常生活支援住居施設の創設等の措置を講じ

	 図表4-3-2	 被保護人員・保護率・被保護世帯数の年次推移
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2022年2月（速報値）

2,034,226 人

1.62 ％

1,641,640 世帯

2020 年度（確報値）

2,052,114 人

1.63 ％

1,636,959 世帯

被保護世帯

保護率

資料：被保護者調査（月次調査）（厚生労働省）（平成23年度以前の数値は福祉行政報告例）

	 図表4-3-3	 世帯類型別被保護世帯数の対前年同月伸び率の推移
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資料：被保護者調査 月次調査（厚生労働省）（2012年3月以前は福祉行政報告例）（2021年4月以降は速報値）
※総数には保護停止中を含む。
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た。また、2021（令和3）年1月1日から、同法に基づく被保護者健康管理支援事業が実
施され、被保護者の生活習慣病の予防等を推進するための健康管理支援に取り組んでい
る。
また、2021年6月11日に公布された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律」（令和3年法律第66号）において、生活保護法を改
正し、医療扶助にオンライン資格確認の導入を行い、2023（令和5）年度中を目処に運
用を開始することとしている。

	5	新型コロナウイルス感染症に係る対応について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活に困窮する方への支援を強化するた
め、自立相談支援機関の人員体制の強化や電話・メール・SNSなどを活用した相談支援
等の環境整備や、住居確保給付金の再支給の特例、アパート等への入居支援等を行ってい
る。また、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資
金が必要な方に対し、社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金
等の特例貸付を実施しているほか、福祉事務所を設置する自治体において、緊急小口資金
等の特例貸付を利用できない一定の世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金を支給している。
生活保護制度については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う影響を踏まえ、速やか
に保護の決定・実施を行えるよう、一時的な収入減少により保護が必要となる方につい
て、稼働能力の活用や、通勤用自動車や自営業に必要な資産等の保有を柔軟に取り扱うこ
とや、扶養照会について実態に沿った形での見直しなどの、運用の弾力化に取り組んでい
る。

	 第4節	 自殺対策の推進

我が国の自殺者数は、警察庁の自殺統計原票を集計した結果（以下「自殺統計」とい
う。）によると、1998（平成10）年から14年連続して年間3万人を超えて推移していた
が、2010（平成22）年以降は10年連続の減少となっており、2019年（令和元年）の年
間自殺者数は、20,169人と、1978（昭和53）年の統計開始以来最小となった。しかし
ながら、新型コロナウイルス感染症等の影響を受け自殺の要因となり得る様々な問題が悪
化した可能性が示唆されており、2020（令和2）年の年間自殺者数は21,081人と11年
ぶりに増加に転じた。2021（令和3）年は、年間自殺者数は21,007人（男性13,939人、
女性7,068人）と、前年に比べ74人（0.4％）減少した（図表4-4-1）。
自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で
起きている。2021年中の原因・動機特定者は15,093人であり＊5、原因・動機は「健康問
題」（9,860人）、「経済・生活問題」（3,376人）、「家庭問題」（3,200人）、「勤務問題」
（1,935人）の順となっている。
2006（平成18）年に成立した自殺対策基本法が2016（平成28）年3月に一部改正さ

＊5	 遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき3つまで計上可能。
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れ、政府が推進すべき自殺対策の指針である、「自殺総合対策大綱」（以下「大綱」とい
う。）もまた、2017（平成29）年7月に改定（閣議決定）され、2026（令和8）年まで
に、自殺死亡率（人口10万人あたりの自殺者数）を2015（平成27）年と比べて30％以
上減少させることを目標として総合的に自殺対策を推進している。
大綱の基本理念である「生きることの包括的な支援」を進めるためには、大綱に掲げた
様々な施策が確実に実施されることが重要である。2019（平成31）年3月から、国を挙
げて自殺対策が推進されるよう、国、地方公共団体、関係団体、民間団体が連携・協働す
るため、また、中立・公正の立場から施策の実施状況、目標の達成状況等を検証し、施策
の効果等を評価するため、「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」を開催しており、
2021（令和3）年度には、同有識者会議において、大綱見直しに向けた意見をとりまと
めることとしている。
また、地域レベルでの自殺対策の取組みについては、都道府県及び市町村は自殺対策計
画を策定し、国及び地域自殺対策推進センターにおいて、計画のPDCAサイクルが推進
されるよう支援を行っている。
今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教
育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査
研究及び検証並びにその成果の活用や地域レベルの実践的な自殺対策の取組みへの支援な
どを総合的かつ的確に推進する仕組みの整備が必要とされている。このような認識の下、
2019年6月、自殺対策を推進する議員の会が提出の議員立法「自殺対策の総合的かつ効
果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」が成立
し、自殺対策を支える調査研究及びその成果の活用等の中核を新たに担う厚生労働大臣の
指定調査研究等法人として、2020年4月から「一般社団法人いのち支える自殺対策推進

	 図表4-4-1	 自殺者数の年次推移

（人）

（年）
5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

自
殺
者
数

S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3

24,391(H9)

32,863(H10) 34,427(H15)

21,007(R3)

16,416(H9)

23,013(H10)
24,963(H15)

13,939(R3)

9,850(H10) 9,464(H15)
7,068(R3)

総数

男性

女性
7,975(H9)

○令和３年の自殺者数は21,007人となり、対前年比74人（約0.4％）減。
○男女別にみると、男性は12年連続の減少、女性は２年連続増加となっている。また、男性の自殺者数は、女性の約
2.0倍となっている。

自殺の原因・動機　原因･動機は3つまで計上
自殺者 原因・動

機特定者
原因・動機別 不詳

健康問題 経済・
生活問題

家庭問題 勤務問題 男女問題 学校問題 その他

2021年 21,007 15,093 9,860 3,376 3,200 1,935 797 370 1,302 5,914

原因・動機特定者とは自殺者数から不詳を引いたもの15,093人
資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成
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センター」が活動を開始した。当該指定法人による、個々の自治体の状況をまとめた「地
域自殺実態プロファイル」の提供や、自治体の自殺対策担当者向けの研修会の実施等によ
り、地域の実情に応じた実践的な自殺対策の取組みを支援している。
近年、全体の自殺者数は減少していたものの、未成年者の自殺者数は増加の傾向が見ら
れ、2021年の小中高生の自殺者数は、過去最多となった前年よりは減少したものの、過
去2番目となっており、若年者への対策は依然として課題となっている。
学校においては、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよ
いかの具体的かつ実践的な方法を学ぶとともに、つらいときや苦しいときには助けを求め
てもよいということを学ぶ「SOSの出し方に関する教育」を含む自殺予防教育を文部科
学省とともに推進し、学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築等を図ってい
る。
また、厚生労働省では、2018（平成30）年3月からSNS等を活用した相談事業を開始
し、2019年3月にはSNS相談の支援ノウハウを集約した「自殺対策におけるSNS相談事
業ガイドライン」を作成・公表した。
2020年より、新型コロナウイルス感染症による自殺リスクの高まり等を踏まえ、自殺
を考えている方に対する対面、電話、SNSを活用した相談支援体制の拡充への支援を行っ
ている。
また、自殺未遂者の再度の自殺企図を防止することが重要であることから、厚生労働省
では、2018年度から、自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業により、地域の自殺未遂
者等支援の拠点機能を担う医療機関の整備を支援しており、2020年度からは自殺リスク
の高い者（自殺未遂者、自殺念慮者）に対して、自殺につながる可能性のある様々な要因
を排除するための、地域のネットワークによる包括的な支援を地域自殺対策強化交付金の
モデル事業として実施している。

	 第5節	 戦没者の遺骨収集、戦傷病者・戦没者遺族等への援護など

厚生労働省では、戦後、一般邦人の海外からの引揚げを支援するとともに、軍人の復
員、未帰還者の調査、戦傷病者や戦没者遺族等の援護を行ってきた。
現在はこうした援護のほか、先の大戦による戦没者の追悼、各戦域での戦没者遺骨収集
事業や戦没者遺族による慰霊巡拝を実施しており、また、先の大戦による混乱の中で中国
や樺太で残留を余儀なくされた中国残留邦人等への支援などを行っている。

	1	国主催の戦没者追悼式、次世代への継承
（1）戦没者追悼式の開催
国は毎年、先の大戦での戦没者を追悼するため、全国戦没者追悼式と千鳥ヶ淵戦没者墓
苑拝礼式を開催している。
国が主催する全国戦没者追悼式は、先の大戦で多くの尊い犠牲があったことに思いを馳
せ、戦没者を追悼するとともにその尊い犠牲を永く後世に伝え、恒久平和への誓いを新た
にしようとするものである。毎年8月15日に、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、日本武
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道館で実施している。なお、先の大戦の記憶を
風化させることなく次世代へ継承していくとい
う観点から、青少年（18歳未満）の遺族にも
献花していただくなど、式典に参加していただ
いている＊6。
厚生労働省主催の千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式

は、毎年春に、皇族の御臨席を仰ぎ、国の施設
である千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納められている遺
骨に対して拝礼を行っている＊7。また、拝礼式
においては、遺骨収集事業により収容した戦没者の遺骨のうち、遺族に返還することので
きない遺骨の納骨を行っている。

（2）昭和館・しょうけい館
戦中・戦後の国民生活上の労苦を伝える「昭和館」及び戦傷病者とその家族の労苦を伝
える「しょうけい館」では、兵士、戦後強制抑留者及び海外からの引揚げの労苦を伝える
「平和祈念展示資料館」（総務省委託）と連携し、小・中学生などを対象とした「夏休み3
館めぐりスタンプラリー」を実施している。また、2021（令和3）年度は、「昭和館」、
「しょうけい館」及び「平和祈念展示資料館」が、島根県において地方展を同時開催した。
さらに、「昭和館」及び「しょうけい館」においては、戦中・戦後の労苦体験を後世へ
着実に継承するため、2016（平成28）年度から2021年度までの間、戦後世代の語り部
の育成事業を実施し、2019（令和元）年度からは、戦後世代の語り部の活動事業を実施
している。

	2	戦没者の遺骨収集事業、慰霊巡拝等の推進
（1）遺骨収集事業
先の大戦では、約310万人の方が亡くなり、そのうち、海外（沖縄及び硫黄島を含む。）
における戦没者は約240万人に及んだが、これまでに収容された遺骨は約128万柱であ
り、現時点においても約112万柱＊8が未収容となっている。厚生労働省では、1952（昭
和27）年度以降、相手国政府の理解が得られた地域などから順次遺骨収集を行い、これ
までに約34万柱を収容している。
しかしながら、遺族や戦友が高齢化し、当時の状況を知る方々が少なくなり、遺骨に関
する情報が減少してきている。こうした中、2016（平成28）年3月に「戦没者の遺骨収
集の推進に関する法律」（平成28年法律第12号。以下「遺骨収集推進法」という。）が成
立し、遺骨収集が国の責務と位置づけられたほか、2024（令和6）年度までの期間を遺
骨収集の推進に関する施策の集中実施期間とすることや、関係行政機関の間で連携協力を
図ること、厚生労働大臣が指定する法人が、戦没者の遺骨に関する情報収集や遺骨収集を
行うこと等が定められた。また、集中実施期間における施策を総合的かつ計画的に行うた

＊6	 2020（令和2）年、2021（令和3）年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から縮小開催。
＊7	 2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止。
＊8	 このうち、相手国の事情により収容自体が困難となっている地域に眠る遺骨（約23万柱）及び海没した遺骨（約30万柱）を除いても

なお、約59万柱が未収容のままとなっている。

全国戦没者追悼式（天皇皇后両陛下の御臨席を仰いで実施）
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め、同法に基づき、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」（平成28年5月31
日閣議決定。以下「基本計画」という。）を策定した。2016年11月からは、同法に基づ
き指定された一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会とともに、官民一体となって戦没
者の遺骨収集を実施している。
2019（令和元）年12月には、2020（令和2）年度から集中実施期間の後半5年間を迎
えるにあたり、政府一体となって遺骨収集事業の取組みをより一層推進するため、「戦没
者の遺骨収集事業の推進に関する関係省庁連絡会議」を開催し、「戦没者遺骨収集推進戦
略」（以下「推進戦略」という。）を決定した。
また、日本人ではない遺骨が収容された可能性が指摘されながら、適切な対応が行われ
てこなかった事例を受け、2020年5月に厚生労働省において「戦没者遺骨収集事業及び
事業実施体制の抜本的な見直しについて」を取りまとめ、遺骨収集事業のガバナンスの強
化等を図るとともに、収容・鑑定のあり方を見直し、科学的な所見への適切な対応を行う
こととした。
2021（令和3）年度は、推進戦略に基づき定めた「令和3年度における戦没者の遺骨
収集事業実施計画」の下で、国内外の新型コロナウイルスの感染拡大の状況に配慮しつ
つ、可能な範囲で事業を実施した。

1硫黄島及び沖縄における遺骨収集事業の実施
硫黄島では、戦没者約2万1,900人のうち未
だ約1万1,400柱の遺骨が未収容であることか
ら、政府一体となって遺骨収集に取り組んでお
り、2013（平成25）年12月に「硫黄島に係
る遺骨収集帰還推進に関する関係省庁会議」で
決定された「硫黄島の滑走路地区等の遺骨収集
帰還に関する基本的方針」に基づき、2021年
度は、滑走路地区東側半面において面的なボー
リングによる地下壕探査等を実施した。また、
滑走路以外の地域においても遺骨や壕等の存在が推測される地点の調査を継続して実施
し、24柱の遺骨を収容した。
また、沖縄においても、沖縄県や民間団体等と協力して遺骨収集を実施しており、
2021年度は49柱の遺骨を収容した。

2旧ソ連・モンゴル地域における遺骨収集事業の実施
約57万5,000人が強制抑留され、劣悪な環境のもと、長期にわたり過酷な強制労働に
従事させられ、約5万5,000人（うちモンゴル約2,000人）が死亡した旧ソ連・モンゴル
地域については、「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」（平成22年法律第45
号）に基づく「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」（平成23年8月5日閣議決
定）を踏まえ、関係省庁と連携し、民間団体等の協力も得つつ、遺骨収集を進めており、
2022（令和4）年3月末までに20,251柱の遺骨を収容した。2015（平成27）年4月に
は、ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料の全てについて、資料の概要と

硫黄島における遺骨収集事業
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主な記載事項などを公表した。さらに、同月以降、提供資料のうち、死亡者に関する資料
については、2022年3月末までに40,729名（うちモンゴル1,457名）の死亡者を特定
し、カナ氏名、死亡年月日などを公表し、日本側資料と照合の結果、身元を特定した者の
漢字氏名を厚生労働省ホームページに掲載している。
なお、今後、調査・収容を実施する予定の埋葬地は旧ソ連地域の57か所となっている。

3南方等戦闘地域における遺骨収集事業の実施
近年、残存する遺骨の情報が減少しているため、2006（平成18）年度から、情報が少
ないビスマーク・ソロモン諸島、パプアニューギニアなどの海外南方地域を中心に、現地
の事情に精通した民間団体に協力を求め、幅広く情報を収集しているほか、2009（平成
21）年度から、米国や豪州などの公文書館などに保管されている当時の戦闘記録等資料
の調査を行うなど、遺骨収集に必要な情報を収集している。
また、遺骨収集推進法及び基本計画に基づき、海外資料調査を実施し、2017（平成
29）年度までに概了しており、埋葬地点を推定できる有効情報は計1,825件となってい
る。

4戦没者遺骨鑑定センターにおける取組み
遺骨の科学的な鑑定体制を強化するため、厚生労働省に戦没者遺骨鑑定センターを
2020年7月に立ち上げ、外部専門家も登用し、遺骨鑑定に関する研究等に取り組んでい
る。2021年度の取組みとしては、法医学、人類学等の専門的知識を有する者で構成する
「戦没者遺骨鑑定センター運営会議」において、戦没者遺骨鑑定の状況や新たな鑑定技術
の活用等について議論を行った。また、日本人の遺骨であるか否かを判断するための「所
属集団判定会議」及び遺族に返還するために身元を特定する「身元特定DNA鑑定会議」
を定期的に開催し、その結果を公表するとともに、「戦没者の遺骨収集に関する有識者会
議」への報告等を行っている。

5遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の実施
収容した戦没者の遺骨については、遺留品等から身元が判明した場合には遺族に返還し
ている。2003（平成15）年度からは、遺留品や埋葬記録等から遺族を推定できる場合な
どであって遺族が希望する場合に、身元特定のためのDNA鑑定を実施している。
また、遺留品や埋葬地記録等の情報がある場合は限られていることから、2017年度よ
り、沖縄県の一部地域において、広報を通じて戦没者の遺族と思われる方からの身元特定
のためのDNA鑑定の申請を募り、遺留品や埋葬記録等の手掛かり情報がない場合であっ
ても、身元特定のためのDNA鑑定を試行的に実施してきた。
2020年度からは、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁の手掛かり情
報がない戦没者の遺骨についても、公募により身元特定のためのDNA鑑定を実施し、
2020年8月及び9月にキリバス共和国の戦没者遺骨計2柱について、同年12月に硫黄島
の戦没者遺骨計2柱について、それぞれ身元が判明した。
以上の取組みにより、身元特定のためのDNA鑑定を開始した2003年度から2021年
度までの間に、1,210件の身元が判明した。
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遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定については、
2021年10月から、対象地域を厚生労働省が遺骨の検体を保管している全地域に拡大し
て公募により実施することとし、新聞広告や一般財団法人日本遺族会の機関誌など様々な
広報媒体を通じて遺族に周知している。

（2）慰霊巡拝等
戦没者の遺族の要望に応え、主要戦域や戦没者が眠
る海域での慰霊巡拝や、戦没者の遺児と主要戦域など
の人々が相互理解のため交流する慰霊友好親善事業を
実施している。
2021（令和3）年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響により、海外での慰霊巡拝や慰霊友好親善事
業の実施を見合わせた。国内では、硫黄島にて慰霊巡
拝を1回実施した。
また、戦没者の慰霊と平和への思いを込めて、
1970（昭和45）年度以降、主要戦域に戦没者慰霊碑
を建立（硫黄島と海外14か所）したほか、旧ソ連地
域には個別に小規模慰霊碑を建立（15か所）してい
る。

	3	戦傷病者、戦没者遺族等への援護
厚生労働省では、先の大戦において、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係に
あった軍人軍属等のうち公務傷病等により障害の状態となった者や、死亡した軍人軍属等
の遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護を行っている。具体的には、「戦傷病者戦
没者遺族等援護法」（昭和27年法律第127号）や、「戦傷病者特別援護法」（昭和38年法
律第168号）に基づき、本人に対しては障害年金の支給、療養の給付などを、遺族に対
しては遺族年金や葬祭費の支給などを行っている＊9ほか、都道府県ごとに設置される戦傷
病者相談員や戦没者遺族相談員による相談・指導を実施している。
また、戦没者等の妻や父母、戦傷病者の妻などに対して、国として精神的痛苦を慰藉す
るために、各種特別給付金を支給しているほか、戦後何十周年といった特別な機会をとら
え、国として弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給している。

	4	中国残留邦人等への支援
1945（昭和20）年8月9日のソ連軍による対日参戦当時、中国の東北地方（旧満州地
区）や樺太に居住していた日本人の多くは、混乱の中で現地に残留を余儀なくされ、ある
いは肉親と離別し孤児となって現地の養父母に育てられたりした。厚生労働省では、こう
した中国残留邦人等の帰国支援や帰国後の自立支援を行っている。

＊9	 軍人については、原則として恩給法（大正12年、総務省所管）が適用されるため、障害年金や遺族年金等の支給対象は、主に恩給法に
該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。

硫黄島における慰霊巡拝
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（1）中国残留孤児の肉親調査
厚生労働省では、1975（昭和50）年より、中国残留孤児の肉親調査を行っており、
2000（平成12）年から、日中両国政府が孤児申立者、証言者から聞き取りを行い、報道
機関の協力により肉親を探す情報公開調査を行っている。これまで2,818名の孤児のう
ち、1,284名の身元が判明した。

（2）中国残留邦人等の帰国支援、自立支援
中国残留邦人等の永住帰国に当たっては、旅費や自立支度金を支給し、親族訪問や墓参
等の一時帰国を希望する者には、往復の旅費や滞在費を支給している。
永住帰国後は、中国残留邦人等や同行家族が円滑に社会生活を営むことができるよう、
首都圏中国帰国者支援・交流センターにおいて、定着促進のための日本語教育、生活指導
などを6か月間実施している＊10。地域定着後は中国帰国者支援・交流センター（全国7か
所）で日本語学習支援などを行っている。
また、中国残留邦人等は、帰国が遅れ、老後の備えが不十分であるという特別な事情に
あることに鑑み、2008（平成20）年4月から、老後生活の安定のため満額の老齢基礎年
金等を支給するとともに、世帯収入が一定基準を満たさない場合には支援給付を支給する
ほか、2014（平成26）年10月からは、死亡した中国残留邦人等と労苦を共にしてきた
永住帰国前からの配偶者に対して配偶者支援金を支給している。
さらに、中国残留邦人等やその家族が地域社会でいきいきと暮らせるよう、地方自治体
が中心となって、日本語教室、自立支援通訳の派遣、地域交流などの事業や中国残留邦人
等の二世に対する就労支援事業を行っている。また、中国残留邦人等の高齢化に伴い、介
護需要が増加していることを踏まえ、中国残留邦人等が安心して介護サービスを受けられ
るよう、2017（平成29）年度から、中国帰国者支援・交流センターにおいて、中国語等
による語りかけボランティアの派遣などを行っている。このほか、次世代へ中国残留邦人
等の体験と労苦を継承するため、証言映像公開及び戦後世代の語り部講話活動事業を行っ
ている。

	 第6節	 旧優生保護法一時金支給法について

旧優生保護法（昭和23年法律第156号）は、1948（昭和23）年に議員立法により制
定され、遺伝性疾患を理由とした優生手術（不妊手術）や人工妊娠中絶等について定めた
法律である。この旧優生保護法は、平成8年に議員立法により優生手術に関する規定等は
削除され、名称も母体保護法に改正された。
2018（平成30）年1月に、旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして国家賠償請
求訴訟が提起されたこと等を契機に、同年3月に与党旧優生保護法に関するワーキング
チーム及び優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟が設立され、その
検討を踏まえ、議員立法により、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する
＊10	国内唯一の宿泊研修施設であった「中国帰国者定着促進センター」は、建物の老朽化や帰国者の減少などを踏まえ、2015（平成

27）年度をもって閉所したが、2016（平成28）年度からはその機能を「首都圏中国帰国者支援・交流センター」に統合し、同様の支
援を継続している。
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一時金の支給等に関する法律」（平成31年法律第14号。以下本節において「法」という。）
が2019（平成31）年4月24日に成立し、同日に公布・施行された。
法制定の趣旨について、前文において、①旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能
にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと
に対して、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くお詫びすること、②今
後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返
すことのないよう、共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするもので
あること、③国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律
を制定することが明らかにされている。また、同日、「旧優生保護法に基づく優生手術等
を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成立を受けての内閣総理大臣の談話」
を発表し、政府としても、旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能にする手術・放射
線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に
反省し、心から深くお詫びすることを表明した。
法に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対しては、一時金（320万
円）が支給される。支給に際して、厚生労働大臣は、請求者が一時金支給対象者であるこ
とが明らかな場合を除き、審査会に審査を求めなければならず、その審査の結果に基づき
認定を行う。2019（令和元）年6月25日に「旧優生保護法一時金認定審査会」を設置し、
第1回を同年7月22日に開催した。2022（令和4）年4月1日現在での認定件数は990
件となっている。

第2部　現下の政策課題への対応
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